
   長崎市ゼロカーボンシティ推進事業費補助金交付要綱 

 （目的） 

第１条 この要綱は、長崎市地球温暖化対策実行計画に定める２０５０年

までに二酸化炭素排出実質ゼロのまちの実現を目的としたゼロカーボン

シティ長崎の実現に資するため、本市における温室効果ガスの排出量削

減に資する設備を導入する者に対し、予算の範囲内において、長崎市ゼ

ロカーボンシティ推進事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付

することについて、長崎市補助金等交付規則（昭和６３年長崎市規則第

２１号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定

めることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

⑴ 中小企業者  中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）第

２条第１項に規定する中小企業者をいう。ただし、風俗営業等の規制

及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２

条第５項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第１

３項の接待業務受託営業を行う事業者（旅館業法（昭和２３年法律第

１３８号）第３条第１項の規定により許可を受けて営業するものを除

く。）を除く。 

⑵ 市内中小企業者 市内に本店、主たる事業所、工場又は宿泊施設（

以下「本店等」という。）を有し、１年以上継続して同一事業を営ん

でいる中小企業者をいう。 

⑶ 太陽光発電設備 太陽光エネルギーを直接電気に変換する機器及び



当該変換された電気を住宅又は本店等に供給するために必要な機器に

より構成される設備をいう。 

⑷ 蓄電池  太陽光発電設備等で発電された電気を充放電し、その電気

を住宅又は本店等へ供給することが可能である機器をいう。 

⑸ 電気自動車  電気のみを動力源とし、内燃機関を併用しない四輪以

上の自動車で、当該自動車に係る自動車検査証において燃料の種類が

「電気」と記載されているものをいう。ただし、事業用自動車（道路

運送法（昭和２６年法律第１８３号）第２条第２項に規定する自動車

運送事業の用に供する自動車をいう。）を除く。 

⑹ 充電設備 電気自動車を充電するための設備であって、次に掲げる

設備で構成されるものをいう。 

 ア 普通充電設備 漏電遮断機能及びコントロールパイロット機能を

有し、一基当たりの定格出力が１０ｋＷ未満の充電設備であって、

充電コネクター、充電ケーブルその他の装備一式を備えたものをい

う。 

 イ 充電用コンセント 電気自動車に附属する充電ケーブルを接続す

る２００Ｖ対応の専用プラグの差込口をいう。 

 ウ 充電用コンセントスタンド  充電用コンセントを装備する盤状又

は筒状の筐体をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、個人

又は市内中小企業者であって、別表第１の左欄に掲げる補助金の種別の

区分に応じ、同表の中欄に掲げる申請者の区分ごとにそれぞれ同表の右

欄に掲げる要件を全て満たす者とする。 

 （補助対象事業等） 



第４条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という 。）、

補助対象経費及び補助額は、別表第２のとおりとする。 

 （交付の申請） 

第５条 規則第２２条の規定により、補助金の交付の申請は、規則第３条

第１項の補助金等交付申請書に代えて、長崎市ゼロカーボンシティ推進

事業費補助金交付申請書（第１号様式）を用いるものとする。 

２ 規則第３条第１項の期日は、補助対象事業を行う年度（以下「補助対

象年度」という。）の１月末日とする。 

３ 規則第３条第１項第１号の事業計画書は、補助対象者が個人の場合に

あっては長崎市ゼロカーボンシティ推進事業計画書（個人用）（第２号

様式）とし、補助対象者が市内中小企業者の場合にあっては長崎市ゼロ

カーボンシティ推進事業計画書（市内中小企業者用）（第２号様式の２）

とする。 

４ 規則第３条第１項第５号の市長が必要があると認める書類は、次に掲

げる書類とする。 

⑴ 補助対象者が個人の場合にあっては暴力団等の排除に関する誓約書

（個人用）（第３号様式）、補助対象者が市内中小企業者である場合

にあっては暴力団等の排除に関する誓約書（市内中小企業者用）（第

３号様式の２） 

⑵ 補助対象者が市内中小企業者である場合であって、個人事業主であ

るときは税務署へ提出した直近の収支内訳書又は所得税青色申告決算

書の写し、法人であるときは法人の登記事項証明書（履歴事項全部証

明書） 

⑶ 太陽光発電設備、蓄電池、電気自動車又は充電設備（以下「補助対

象設備」という。）の導入に要する費用の見積書、内訳書等の補助対



象経費が確認できるもの 

⑷ 補助対象設備の機能を詳細に確認できるもの 

５ 規則第３条第２項の規定により、補助対象者が個人である場合にあっ

ては同条第１項第２号から第４号の２までの書類、補助対象者が市内中

小企業者である場合にあっては同条第１項第２号から第４号までの書類

の添付は、省略させるものとする。 

６ 補助金の申請については、同一の補助対象設備において１回限りとす

る。 

 （交付及び不交付の決定） 

第６条 規則第２２条の規定により、補助金の交付の決定の通知は、規則

第６条第１項の補助金等交付決定通知書に代えて、補助金交付決定通知

書 ( 第４号様式 ) を用いるものとする。 

２ 規則第６条第２項に規定する補助金を交付することが不適当と認めた

ときの通知は、補助金不交付決定通知書（第５号様式）によるものとす

る。 

（軽微な変更の範囲） 

第７条 規則第５条第１項第１号の市長が認める軽微な変更は、次に掲げ

る条件を全て満たすものとする。 

⑴ 補助金の目的の達成及び既に交付の決定を受けた事業計画に基づく補

助対象事業の遂行に支障のない範囲の変更であること。 

⑵ 補助金の額に影響を及ぼさないものであること。 

 （申請の取下げ） 

第８条 規則第７条第１項の別に定める期日は、前条第 1 項の規定による

通知を受けた日（以下「交付決定日」という。）から１０日を経過した

日とする。 



 （実績報告） 

第９条 規則第１２条に規定する別に定める期日は、補助対象事業の完了

した日から起算して３０日を経過した日又は補助対象年度の翌年度の４

月１０日のいずれか早い日とする。 

２ 規則第１２条第１号の収支計算書は、長崎市ゼロカーボンシティ推進

事業収支計算書（第６号様式）とする。 

３ 規則第１２条第２号の市長が必要と認める書類は、次に掲げる書類と

する。 

⑴ 補助対象設備導入後の全容が確認できる写真 

⑵ 領収書（領収書がない場合は、補助対象者が補助対象設備に係る経

費を支払ったことが証明できるもの）の写し 

⑶ 太陽光発電設備及び蓄電池の導入にあっては、工事請負契約書又は

売買契約書及び保証書（保証書がない場合は、これに代わる書類で新

品であることが証明できるもの）の写し 

⑷ 電気自動車の導入にあっては、契約書及び自動車検査証（使用の本

拠地が市内であり、交付決定日以降に初度登録されたものに限る 。）

の写し 

⑸ 補助対象者名義の金融機関の口座を確認できる書類 

（補助金の交付手続の特例） 

第１０条 規則第２１条の規定により、規則第１５条第２項の手続を省略

するものとする。 

 （財産の処分の制限） 

第１１条 規則第１９条ただし書の市長が別に定める期間は、減価償却資

産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号。以下「省

令」という。）で定める耐用年数とする。 



２ 規則第１９条第 2 号又は第 3 号に掲げる別に定めるものは、省令に定

められた資産とする。 

 （委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

 （令和６年度分における交付申請の特例） 

２ 令和６年度中に補助金の交付申請を行うものに対する別表第２の規定

の適用については、同表中「交付決定日以降に契約したものであること」

とあるのは「令和６年４月１日以降に契約したものであること」とする。 

（この要綱の失効） 

３ この要綱は、令和１０年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、

同日までに補助金の交付の決定を受けた者に係るこの要綱の規定につい

ては、同日以降もなおその効力を有する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行し、令和６年度の予算に係る補助金か

ら適用する。 

 （長崎市地球温暖化対策施設整備事業費補助金交付要綱の廃止） 

２ 長崎市地球温暖化対策施設整備事業費補助金交付要綱（令和５年長崎

市告示第２１ 8 号）は廃止する。 



別表第１（第３条関係） 

種別 
申請者の

区分 
要  件 

太陽光

発電設

備又は

蓄電池 

個人 ⑴ 本市に住所を有する者（第９条の規定による実績報告書

を提出する日までに本市に住所を有することとなる者及

び単身赴任等の事由により本市以外に住所を有する者（生

計を一にする者が本市に住所を有する場合に限る。）を含

む。）であること。 

⑵ 本市にある住宅の所有者であって、自ら居住又は居住予

定の戸建住宅（単身赴任等により自ら居住していないもの

の生計を一にするものが太陽光発電設備又は蓄電池の設

置場所に居住する場合も含む。）の敷地内に、太陽光発電設

備又は蓄電池を新たに設置（新築時の設置を含む。）する者

であること。 

市内中小

企業者 

本店等の敷地内に、太陽光発電設備又は蓄電池を新たに設置

する者であること。 

電気自

動車 

個人 ⑴ 本市に住所を有する者であること。 

⑵ 自動車検査証において、電気自動車の所有者又は使用者

として記載されていること。 

市内中小

企業者 

電気自動車（使用の本拠地の位置が本市区域内であるものに

限る。）を導入するものであること。 

充電設

備 

個人 ⑴ 本市に住所を有する者（第９条の規定による実績報告書

を提出する日までに本市に住所を有することとなる者及

び単身赴任等の事由により本市以外に住所を有する者（生

計を一にする者が本市に住所を有する場合に限る。）を含

む。）であること。 

⑵ 本市にある住宅の所有者であって、自ら居住又は居住予

定の戸建住宅（単身赴任等により自ら居住していないもの

の生計を一にするものが充電設備の設置場所に居住する

場合も含む。）の敷地内に、充電設備を新たに設置（新築時

の設置を含む。）する者であること。 

市内中小

企業者 

本店等の敷地内又は補助対象者が所有する市内の駐車場に、

充電設備を新たに設置する者であること。 

 

 

 

  



別表第２（第４条関係） 

区分 補助対象事業 補助対象経費 補助額 

太陽光発電

設備 

次に掲げる要件を全て満たす

ものとする。 

⑴ 交付決定日以降に契約し

たものであること。 

⑵ 戸建住宅又は本店等の敷

地内で使用されるものであ

ること。 

⑶ 発電した電力の全量を電

力会社に売電していないこ

と。 

⑷ 設置された太陽光発電設

備は、新品（未使用品）であ

ること。 

⑸ 設置された太陽光発電設

備は、定格出力が１ｋＷ以上

１０ｋＷ未満のものである

こと。 

⑹ 設置された太陽光発電設

備は、補助対象者が自ら保有

するものであること。 

太陽光発電設備

の購入及び設置

等の工事に係る

費用（消費税及び

地方消費税を除

く。）とする。 

 

１ｋＷ当たり

２万円を乗じ

て得た額と補

助 対 象 経 費

（１，０００円

未満の端数が

あるときは、こ

れを切り捨て

た額）を比較し

て、いずれか少

ない方の額と

し、１０万円を

上限とする。 

 

 

蓄電池 次に掲げる要件を全て満たす

ものとする。 

⑴ 交付決定日以降に契約し

たものであること。 

⑵ 戸建住宅又は本店等の敷

地内で使用されるものであ

ること。 

⑶ 設置された蓄電池は、新品

（未使用品）であること。 

⑷ 設置された蓄電池は、１ｋ

Ｗｈ以上のもので、定置用の

ものであること。 

⑸ 設置された蓄電池は、補助

対象者が自ら保有するもの

であること。 

蓄電池の購入及

び設置等の工事

に係る費用（消費

税及び地方消費

税を除く。）とす

る。 

 

１ｋＷｈ当た

り３万円を乗

じて得た額と

補助対象経費

（１，０００円

未満の端数が

あるときは、こ

れを切り捨て

た額）を比較し

て、いずれか少

ない方の額と

し、１５万円を

上限とする。 

 

電気自動車 次に掲げる要件を全て満たす

ものとする。 

⑴ 交付決定日以降に契約し

たものであること。 

⑵ 初度登録年月が補助対象

年度内であること。 

⑶ 補助対象者自らが、新車と

して新たに購入したもので

車両本体の購入

に係る経費（消費

税及び地方消費

税を除く。）とす

る。 

 

軽自動車１台

につき１０万

円、普通自動車

１台につき２

０万円とする。 

 



あること。 

⑷ 自動車検査証における使

用の本拠の位置が、本市内の

住所であること。 

充電設備 次に掲げる要件を全て満たす

ものとする。 

⑴ 交付決定日以降に契約し

たものであること。 

⑵ 本市内に新たに設置した

ものであること。 

⑶ 設置された充電設備は、補

助対象者が自ら保有するも

のであること。 

充電設備の購入

に係る経費（消費

税及び地方消費

税を除く。）とす

る。 

補助対象経費

の４分の１に

相当する額 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



第１号様式（第５条関係） 

 

 

長崎市ゼロカーボンシティ推進事業費補助金交付申請書 

 
                               年  月  日 

（あて先）長崎市長 

 

                   住所 

                   氏名               ○印 

                   電話番号 

                   （事業所の場合は、事業所名及び代表者名） 

 

長崎市ゼロカーボンシティ推進事業費補助金交付要綱第５条第１項の規定により

次のとおり申請します。 

なお、補助金の交付要件を審査するため、市長が必要な住民基本台帳情報の確認、

市税滞納の調査を行うことについて同意します。 

補 助 事 業 の 名 称   

設 備 の 設 置 箇 所   

設 備 の 区 分 
□太陽光発電設備     □蓄電池 

□電気自動車（軽・普通） □充電設備 

設 備 の 

導 入 完 了 （ 予 定 ） 日 
 

経 費 所 要 額  

補 助 申 請 額   

添 付 書 類  



第２号様式（第５条関係） 

 

長崎市ゼロカーボンシティ推進事業計画書（個人用） 

年  月  日 

（あて先）長崎市長 

 

住所 

                   氏名               ○印 

                   電話番号 

 

１ 事業計画 

事業実施期間  

計画内容 

□太陽光発電設備 

 メーカー： 

 太陽電池の公称最大出力と使用枚数： 

     

□蓄電池 

 メーカー： 

 パッケージ型番： 

 蓄電容量：     

 

□電気自動車（軽） 

 メーカー： 

 車  名： 

 

□電気自動車（普通） 

 メーカー： 

 車  名： 

 

□充電設備 

 メーカー： 

 形  式： 



第２号様式の２（第５条関係） 

 

長崎市ゼロカーボンシティ推進事業計画書（市内中小企業者用） 

１ 企業概要 

所在地  

会社名（商号）  

役職及び代表者名  

設立年月日  資本金  

従業員数  主たる業種  

担当者名 

氏名  

電話番号  

メールアドレス  

 

２ 事業計画 

事業実施期間  

計画内容 

□太陽光発電設備 

 メーカー： 

 太陽電池の公称最大出力と使用枚数： 

     

□蓄電池 

 メーカー： 

 パッケージ型番： 

 蓄電容量：     

 

□電気自動車（軽） 

 メーカー： 

 車  名： 

 

□電気自動車（普通） 

 メーカー： 

 車  名： 

 

□充電設備 

 メーカー： 

 形  式： 

 



 

第３号様式（第５条関係）                           

 

 

暴力団等の排除に関する誓約書（個人用） 
 

年  月  日 

 

（あて先）長崎市長 

 

 

 私は、  年度長崎市ゼロカーボンシティ推進事業費補助金交付申請を行うに当

たり、次の事項について誓約します。 

 この誓約事項に反した場合、補助金等の交付の決定の取消し及び返還に異議なく

応じます。 

 また、市が必要な場合には、長崎県警察本部に照会することについて承諾します。 

 

１ 私は、次の⑴から⑶までのいずれにも該当するものではありません 

 

 ⑴ 暴力団（長崎市暴力団排除条例（平成２４年長崎市条例第５９号）第２条第

１号に規定する暴力団をいう。） 

 ⑵ 暴力団員（同条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。） 

 ⑶ 暴力団関係者（同条例第１２条に規定する暴力団関係者をいう。） 

 

２ 私は、補助対象事業を行うに当たり、１の⑴から⑶までに掲げる者（以下「暴

力団等」という。）と契約を締結しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏 名 フリガナ  生年月日  住 所 

    



 

第３号様式の２（第５条関係）                           

 

  年  月  日  

 

（あて先）長崎市長  

 

                 所在地 

                 法人名（商号）  

                 役職・代表者名             

 

暴力団等の排除に関する誓約書（市内中小企業者用） 

 

私は、  年度長崎市ゼロカーボンシティ推進事業費補助金交付申請を行うに当た

り、次の事項について誓約します。 

この誓約事項に反した場合、補助金等の交付の決定の取消し及び返還に異議なく応

じます。 

また、市が必要な場合には、長崎県警察本部に照会することについて承諾します。 

 

１ 自己及び本事業実施主体の構成員等は、次のアからウのいずれにも該当するもの

ではありません。また、事業実施主体の運営に対し、次のアからウのいずれの関与

もありません。 

 

 ア 暴力団（長崎市暴力団排除条例（平成 24年長崎市条例第 59号）第２条第 1号

に規定する暴力団をいう。） 

 イ 暴力団員（同条例第２条第 2号に規定する暴力団員をいう。） 

 ウ 暴力団関係者（同条例第 12条に規定する暴力団関係者をいう。） 

 

２ 補助事業等又は間接補助事業等を行うにあたり、上記アからウに掲げる者（以下

「暴力団等」という。）と契約を締結しません。 

 

３ 暴力団等をこの事業に係る間接補助事業者にしません。 

 

  

氏 名 フリガナ  生年月日  住 所 

    



 

第４号様式（第６条関係） 

 

補助金交付決定通知書 
 

 第  号   
  年  月  日   

 
住所          

氏名           様 

 

長崎市長        □印  

                      

  年  月  日付けで申請のあった補助金の交付については、次のとおり決

定したので、長崎市ゼロカーボンシティ推進事業費補助金交付要綱第６条第１項の規

定により通知します。 

交 付 決 定 金 額 円 

設 備 の 設 置 箇 所  

設 備 の 設 置 区 分 
□太陽光発電設備     □蓄電池 

□電気自動車（軽・普通） □充電設備 

設備の設置完了（予定）日   年  月  日 

交 付 条 件  



 

第５号様式（第６条関係） 

 

補助金不交付決定通知書 
 

 第  号   
  年  月  日   

 
住所          

氏名           様 

 

長崎市長        □印  

                      

  年  月  日付けで申請のあった補助金の交付については、次のとおり決

定したので、長崎市ゼロカーボンシティ推進事業費補助金交付要綱第６条第２項の規

定により通知します。 

不 交 付 の 理 由  



 

第６号様式（第９条関係） 

 

長崎市ゼロカーボンシティ推進事業収支計算書 

年  月  日 

（あて先）長崎市長 

                   住所 

                   氏名                

                   電話番号 

 

１ 収入の部                         

（単位：円） 

区 分 決算額 備 考 

① 補助金   

② 自己資金   

③ その他   

   

合 計   

 

２ 支出の部                         

（単位：円） 

区 分 決算額 備 考 

   

   

   

   

合 計   

 

 

 


